
  審査時期 申出者 所属機関 研究名称 提供情報 該当要件 

1 

H23.11 

今中 雄一 京都大学 
地域別医療受給・患者移動分析に基づく、医療提供体制の評価と
計画に関する研究 

レセプト情報 ④ 

2 髙田 充隆 近畿大学 レセプト情報を用いた薬剤使用実態に関する研究 レセプト情報 ④ 

3 柴田亜希子 国立がん研究センター  レセプト情報等を用いたがん患者数計測に関する研究 レセプト情報 ③ 

4 久保田潔 東京大学 乾癬の疫学研究 レセプト情報 ④ 

5 高橋亜由美 岐阜県健康福祉部 保健医療課 乳がん健診の実態把握のための調査研究 レセプト情報（集計表情報） ④ 

6 武藤 慎吾 厚生労働省医政局指導課 
医療計画の見直しにあたっての適正な受療医療圏などの検討につ
いて 

レセプト情報 ① 

7 

H24.06 

飯原なおみ 徳島文理大学 運転などに注意を要する医薬品の使用に関する研究 サンプリングデータセット ④ 

8 伊藤 弘人 国立精神・神経研究センター  向精神薬の処方パタンの探索的分析 サンプリングデータセット ① 

9 俵木登美子 厚生労働省医薬食品局安全対策課 メトホルミン及びブホルミンの処方実態の分析 サンプリングデータセット ① 

10 木村 通男 浜松医科大学 紹介前後の同一検査実施状態調査 サンプリングデータセット ④ 

11 吉村 公雄 慶應義塾大学 精神疾患と生活習慣病の合併に関する研究 サンプリングデータセット ④ 

12 椿  広計 統計数理研究所 併用禁止医薬品、重複投与等の処方実態研究 サンプリングデータセット ④ 

13 

H24.09 

細見 光一 近畿大学 レセプト情報を用いた薬剤併用実態に関する研究 レセプト情報 ④ 

14 長谷川友紀 東邦大学医学部 
レセプト情報等データベースを用いた臓器・造血幹細胞移植医療費
に関する研究 

レセプト情報 ④ 

15 東  尚弘 東京大学 
我が国のがん医療におけるがん診療連携拠点病院の役割および連
携の実態に関する研究 

レセプト情報 ④ 

16 大日 康史 国立感染症研究所 感染症の患者推計 レセプト情報（集計表情報） ① 

17 

H25.03 

山本 尚子 
桑島 昭文 

厚生労働省健康局疾病対策課 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母
子保健課 

難病指定研究及び小児慢性特定疾患指定研究 レセプト情報 ① 

18 宇都宮啓 厚生労働省保険局医療課 ナショナルデータベースを用いた癌治療の費用対効果評価 特定健診等情報（集計表情報） ① 

19 西  信雄 国立健康・栄養研究所 身体計測値に関する特定健診と国民健康・栄養調査結果の比較 レセプト情報 ③ 

第三者提供の実施状況① 
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第三者提供の実施状況② 
  審査時期 申出者 所属機関 研究名称 提供情報 該当要件 

20 

H25.09 

大洞 清香 
文部科学省科学技術･学術政策局企画評

価課 
糖尿病を中心とした生活習慣病の、全国的な合併症費用構造および、患者
分布や医療費などの試算 

サンプリングデータセット ① 

21 堀口 裕正 国立病院機構総合研究センター 
エビデンスに基づいた診療報酬改定を行うためのレセプトデータ利活用の手
法についての研究 

レセプト情報 ③ 

22 森由希子 京都大学医学部付属病院 高齢者胃がん患者における治療実態調査に関する研究 レセプト情報 ④ 

23 三宅 康史 昭和大学 レセプト情報を用いた夏季熱中症例の発生実態調査 レセプト情報（集計表情報） ④ 

24 上嶋 健治 京都大学医学部付属病院 
メタボリック症候群・肥満症の臨床疫学研究－ナショナルデータベースを用
いた横断・縦断解析 

特定健診等情報（集計表情報） ④ 

25 加藤 元嗣 北海道大学病院 National detabaseからみたピロリ菌除菌と胃がん診療の実態調査 レセプト情報 ④ 

26 梶尾 雅宏 厚生労働省医政局指導課 
医療計画作成支援データベースの構築及び医療計画を踏まえた医療の連
携体制構築に関する評価の検討について 

レセプト情報 ① 

27 

H26.03 

飯原なおみ 徳島文理大学 ふらつき等の危険を有する薬の使用と骨折との関連性に関する研究 サンプリングデータセット ④ 

28 宮下 光令 東北大学 
厚生労働省が提供するレセプト情報等を用いた終末期がん医療の実態調査
及び終末期がん医療の質評価方法の開発 

サンプリングデータセット ④ 

29 今中 雄一 京都大学 
超高齢化社会における認知症及び脳卒中の地域別・病床機能別医療実態
の可視化と関連要因の分析 

レセプト情報 ④ 

30 西  信雄 国立健康・栄養研究所 
特定健診･特定保健指導における生活習慣病予防のための運動と食事の併
用効果に関する研究 

特定健診等情報 ③ 

31 頭金 正博 名古屋市立大学 特種集団における医薬品処方実態調査 サンプリングデータセット ④ 

32 小野 順子 福岡県立大学 我が国における重複受診、頻回受診、重複処方の現状 サンプリングデータセット ④ 

33 吉田  愛 全日本病院協会総合研究所 亜急性期入院医療管理料を算定した患者の診療内容に関する研究 サンプリングデータセット ⑥ 

34 今野 俊範 神奈川県保健福祉局保健医療部 在宅医療実態状況調査 レセプト情報（集計表情報） ② 

35 恒石美登里 日本歯科総合研究機構 歯科治療状況と医療受療動向との関連調査 レセプト情報 ⑥ 

36 東  尚弘 国立がん研究センター 
我が国のがん医療におけるがん診療連携拠点病院の役割および連携の実
態に関する研究 

レセプト情報 ③ 

37 大江 和彦 東京大学医学部付属病院 ナショナルデータベースを用いた脳血管疾患の実態に関する研究 サンプリングデータセット ④ 

38 野口 晴子 早稲田大学 急性期心疾患患者の医療費と治療効果に関する実証的研究 サンプリングデータセット ④ 

① 国の行政機関  ② 都道府県  ③ 研究開発独立行政法人等  ④学校教育法第１条に規定する大学（大学院含む） 
⑤ 医療保険各法に定める医療保険者の中央団体  ⑥ 医療サービスの質の向上等をその設立目的の趣旨に含む国所管の公益法人 
⑦ 提供されるデータを用いた研究の実施に要する費用の全部又は一部を国の行政機関から補助されている者 
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インフルエンザ患者数の実態 
                                                  国立感染症研究所 
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レセプト情報等の第三者提供における最近の研究成果 
－原著論文「日本全国の統合失調症患者への抗精神病薬の処方パターン」（『臨床精神薬理』(16), 2013）の紹介－ 

 

 日本における統合失調症患者への処方状況は、諸外国と比して、単剤で投
与される率が著しく低く、３剤以上併用される多剤大量投薬 の割合が
際立って高いことが問題視されてきた。 

 厚生労働省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」におけ
る報告書『精神保健医療福祉の更なる改革に向けて』でも、「統合失調症に
対する抗精神病薬の多剤･大量投与について、その実態の把握に努めると
ともに、例えば単剤投与や切替え・減量といった改善を促すため、情報公開

や評価の方法等について検討すべきである。 」と記されている。 

 しかし、多剤大量投薬に関するこれまでの日本の大規模調査においては、
施設や地域の偏りがあり一般的なデータとは言えない、という課題が指摘さ
れてきた。こうした課題に対応すべく、本研究では全国の統合失調症患者へ
の抗精神病薬の処方パターンの検討が行われた。 

 本研究は、厚生労働科学研究費補助金を受けた、現在継続中の研究班（研
究代表者：中込和幸）による研究の一環である。 

研究の背景 

厚生労働省保険局総務課 
保険システム高度化推進室 

2013.09.05 

 レセプト情報等の第三者提供の枠組みを活用し、レセプト情報を利用した。  利用したのは１ヶ月分の情報を抽出・匿名化した「サンプリングデータセット」である。 

利用したデータ 

 

 抗精神病薬が２剤以下
と比較的少ない事例は、
精神科出来高病棟と比
べ精神科包括病棟の
方が高かった。 

• 包括病棟では、抗精神
病薬の多剤併用を少なく
する処方行動に結びつ
いている可能性がある。 

 

 抗精神病薬で２剤以下
の処方割合は入院患
者の５８％（外来では８
０％）であったが、４剤
以上の割合も１９％（外
来では６％）存在した。 

• 精神科臨床薬学研究会
の結果（入院の場合、そ
れぞれ６８％、１２％）と
比べ、多剤大量投薬の
割合が高かった。研究会
の調査に参加する施設
では多剤大量投薬への
問題意識が高いことが示
唆される。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

得られた知見（一部抜粋） （事前説明会時に申出者らが講演した際の資料も引用） 

 

奥村 泰之氏、野田 寿恵氏、伊藤 弘人氏  （独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健研究部） 

論文執筆者 

新聞掲載 （ ８ 月 ２ ０ 日 朝 日 新 聞 朝 刊 よ り 抜 粋 ）  

19 



オンサイトセンターの開設 

（平成26年7月23日 報道発表資料抜粋） 
 

レセプト情報等の利用機会の充実等を推進するため 
厚生労働省と連携協力協定を締結する法人の公募結果 

  

  厚生労働省では、レセプト情報等の利用機会の充実等を推進するため厚生労働
省と連携協力協定を締結する法人を公募しました。公募結果は以下のとおりです。 
  （公募結果） 
  関東地区内連携協力協定締結候補法人 国立大学法人 東京大学 
  関西地区内連携協力協定締結候補法人 国立大学法人 京都大学 
  これにより、平成27年4月以降、これまでレセプト情報等を取り扱うためのセキュリ

ティ環境の準備が困難であった小規模な研究機関等に所属の研究者においても利
活用の機会が確保されることとなります。利用の手続き等詳細につきましては、今後、
厚生労働省のレセプト情報等の提供に関する有識者会議に諮り検討のうえ公表さ
せていただきます。 

  医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、研究者向けにNDB 
の分析施設の整備を行うことなどにより、NDB データの活用を促進する。
（平成27年4月開設予定） 
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国が保有するレセプト等データ（ＮＤＢ）の利用促進  

厚生労働省 
保険局 

サーバー区画 サーバー区画 

デ ー タ セ ン タ ー  

依頼に応じ、データセンターのス
タッフがデータを抽出し、媒体に
複写する。 

複写された媒体を、厚生労働省
に送付する。 

データセンター自体は厳重なセ
キュリティが施されている。 

研 究 機 関  

実地監査を行うものの、利用者におけ
る実際の日々の利用状況を全て把握
するのは困難。 

研究機関そのものの構造により、セ
キュリティに限界がある場合がある 

データ輸送時の紛失、漏洩といったリ
スクも存在する。 

移
動
す
る
の
は

デ
ー
タ 

研究区画 

• 普 段 の 外 部 と の 接 続 状 況 は ？  
• 他 デ ー タ 混 入 の 可 能 性 は ？  
  等 々  

デ ー タ セ ン タ ー  

移
動
す
る
の
は 

利
用
者 

研 究 機 関  

利用者が申出を行い、厚生労働省が承諾すれば、利用者が直接オンサ
イトセンターに行き、データの集計を行う。 

研究機関にデータが渡ることはない。 

厚生労働省は 
利用者からの申出の 

承諾／不承諾を 
決定するのみ 

データセンターのスタッフは、オン
サイトセンターで利用できるデータ
セットを作成するなど、利用環境の
整備を中心に行う。 

利用者がオンサイトセンターに直接出向き、必要な集計
情報を得る。 

分析過程はすべてログ記録を残し、最終的に紙媒体で
出力したものを、審査のうえ利用者に渡す。 

窓口の人間が利用者の集計作業をサポートする。 

データセンター近隣や研究機関などに、十分にセキュリ
ティを確保した施設として整備する。 

オンサイトセンター（関東・関西各１カ所） 

回線 
接続 

事 業 内 容  
高 い セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル の 確 保 さ れ た オ ン サ イ ト セ ン タ ー 設 置 （ 関 東 ・ 関 西 各 １ ヶ 所 ） し 、 研 究 者 等 に 供 す る こ
と に よ り Ｎ Ｄ Ｂ デ ー タ 利 活 用 の 円 滑 化 を 図 る 。  

現 在 の 第 三 者 提 供  オンサイトセンターでの利用 
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 レセプト情報等の民間利用に関する議論の背景 

日本再興戦略 

平成25年6月14日閣議決定抜粋 

•医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、
国が保有するレセプト等データの利活用を促進する。
このため、民間企業も、行おうとする研究が国の行
政機関から費用の助成を受けているものである場合
には、レセプト等データの提供を申し出ることがで
きることを含め、データ提供の申出者の範囲につい
て周知徹底する。さらに、幅広い主体による適時の
利活用を促すため、データ提供の円滑化や申出者の
範囲について検討する。 

社会保障制度改革国民会議 報告書 
～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～ 

平成25年8月6日 抜粋 

•第２部 社会保障４分野の改革 

•Ⅱ 医療・介護分野の改革 

•２ 医療・介護サービスの提供体制改革 

•（６）医療の在り方 

•医療介護の電子化の促進 

•国が保有するレセプト等データの利活用の促進も不可欠であ
る。具体的には、個人情報保護にも配慮しつつ、現状は利用
者の範囲や使用目的が限定されている使用条件を緩和し、幅
広い主体による適時の利活用を促すため、データ提供の円滑
化に資する対策を講ずべきである。 

 平成25年、「日本再興戦略」、「社会保障制度改革国民会議 報告書」等において、レセプト情報等の利活用
促進について記載がなされている。 

 これらを踏まえ、レセプト情報等の提供に関する有識者会議においても議論がなされた。 

 有識者会議における利活用促進の議論については、「レセプト情報・特定健診等情報データの利活用の促進に係る中間
とりまとめ」（平成26年3月20日）において、具体的な報告がなされたところである。 

 このとりまとめにおいて、民間利用に関する議論は、「５ NDBの活用の範囲について」にて以下のように記されている。 

NDBの活用の範囲については、民間組織からのヒアリング等を踏まえ、まず集計表情報について、試行的に提供を行うことと
する。試行的な提供に当たり、その利用目的については、従来の第三者提供の目的に基づき、個別に審査を行うこととする。ま
た、試行的な提供における集計方法等については、有識者会議にワーキンググループを設置し、専門的な検討を行うなどの方
策により実施することとする。 
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